
 都市計画区域とは、都市計画の基本理念である健康で文化的な都市生活及び機

能的な都市活動を確保するため、都市計画法及びその他の法令の規制を受ける

べき土地の範囲である。 

 現在の熊本市域の各地域が都市計画区域に指定・編入された時期は下図のとおり。 
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熊本市 の 都市計画区域の変遷 

■ 都市計画区域外であれば・・・ 

○建築基準法第 3章の規定（集団規定）が適用されない。 

  ○建築基準法第 6 条第 1 項第 4 号建築物の建築確認の手続きが原則不要。 

   ※土砂災害特別警戒区域内であれば必要な場合あり 

2018.4.1 

昭 29.10.1 
秋津村 

昭 46.5.18 
託麻村 

昭 32.3.1 

平 2.7.20 
城南町 

昭 46.5.18 
富合町 

昭 46.5.18 
天明町 

昭 46.5.18 
飽田町 

昭 33.4.1 
中島村 

昭 32.1.1 
小島町 

昭 30.4.1 
松尾村 

河内町 
都市計画区域外 

昭 48.11.14 
植木町の一部 

北部町 

昭 14.8.1 
清水村 

昭 15.12.1 
川尻町 
日吉村 
力合村 

昭 28.4.1 
田迎村 
御幸村 

市制 
施行時の 

昭 28.7.1 
高橋村 
池上村 
城山村 

昭 11.10.1 
健軍村 

昭 44.5.31 

植木町の一部 

北部町の一部 

昭 46.5.18 

北部町の大部分 

熊本市 

龍田村 

春日町  

大 14. 
4.1 
出水 
村 

 
一部 

昭 31. 
4.1 

 託麻村の 

大 10.6.1 
 黒髪､池田､花園､ 
島崎､横手､古町､ 

本荘､春竹､ 
     大江､ 
     本山 
     各 
     村､ 

       

昭 25.10.25 時点 

（建築基準法施行時） 

の都市計画区域 

城南町の一部 

（雁回山の頂上付近） 

都市計画区域外 

昭 7.12.15 
画図村 

昭 6.6.1 
白坪村 

植木町 


